
受け取れる・借りられる・支払いが猶予されるお金があります

特別定額給付金

いわくに特別応援協力金

子育て世代への臨時特別給付金

受け取れるお金

個人の方への支援

借りられるお金

支払いが猶予されるお金

国民１人当たり10万円を給付します。

特別定額給付金に上乗せして、すべての市民に１人当たり２万円を
給付します。
この協力金は、皆さまの日々の生活を応援することを目的とし、
市内経済の活性化につなげるものです。

※このパンフレットは５月14日現在の主な支援策をとりまとめたものです。詳細については、問い合わせ先までお願いします

児童手当を受給する世帯に対し、対象児童１人当たり１万円を支給します。
申請は原則不要です（公務員を除く）。支給時期は６月下旬を予定しています。

こども支援課
☎ 0827-29-5075

小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話を行う必要から、個人で契約した
仕事ができなくなった場合、１日当たり4,100円を支給します。

学校等休業助成金・
支援金受付コールセンター
☎ 0120-60-3999

生活福祉資金貸付制度（緊急小口資金・総合支援資金）
休業や失業等により生活資金でお悩みの方へ上限20万円の特例貸付を実施
します。

岩国市社会福祉協議会
☎ 0827-22-5877

住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、離職や廃業と同程度の状況に至り、
住居喪失又は住居喪失の恐れがある方へ家賃相当額を支給します。

公共料金の納入相談

離職や収入減などの事情により、水道料金や下水道料金の支払いが困難な方
に対し、納入に関する相談に応じています。

下水道課
☎ 0827-29-5144
水道局料金お客さまセンター
☎ 0827-22-1195

市税等の納付猶予
離職や収入減などの事情により、市民税、固定資産税等の市税や国民健康保
険料、介護保険料等の納付が困難な方に対し、納付猶予等の相談に応じてい
ます。

収税課
☎ 0827-29-5060
保険年金課
☎ 0827-29-5085

新型コロナウイルス感染症　岩国市総合支援一覧表
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この難局をみんなで支えあって
乗り越えていきましょう！

新型コロナウイルスに便乗した詐欺にご注意ください！
新型コロナウイルスの感染拡大に関連した詐欺などの相談が、全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。
不審な電話や訪問があれば一呼吸おいて、ご家族や消費生活センター、警察に相談しましょう。

裏面もあります

「特別定額給付金」と「いわくに特別応援
協力金」は郵送申請で同時に申請できます。
５月下旬に申請書を送付します。

市

市

市

申請期間は９月３日㈭まで
（消印有効）

特別定額給付金対策室
☎ 0800-200-0975
各総合支所、支所、
出張所

岩国市長



持続化給付金

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金

事業者の方への支援

ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に、事業全般に使える給付金として
法人200万円、個人事業主100万円を上限に支給します。
　　　オンライン（５月21日㈭から申請支援窓口が岩国市民文化会館内に設置されます）

持続化給付金事業
コールセンター
☎ 0120-115-570

山口県の休業要請に協力していただいた事業者に、協力金として１店舗15万円、２店舗以上
30万円を支給します。
　　　郵送（申請書等の様式は県のホームページからのダウンロードのほか、岩国県民局、
岩国市役所にも備え付けています。申請期間は５月29日㈮まで）

影響が極めて大きい飲食店等を営業する事業者に10万円を支給します。
　　　商工会議所に原則郵送（商工会議所、商工会でも受け付けます。申請期間は６月30日㈫まで）
※山口県から休業要請があった施設は対象外です

休業協力要請・協力金
相談窓口（県防災危機
管理課）
☎ 083-933-2455

いわくに経営応援助成金

特に大きな影響を受けている飲食事業者・宿泊事業者及び山口県の休業要請に協力していただいた
事業者に１事業者当たり10万円を支給します。
　　　商工会議所に原則郵送（商工会議所、商工会でも受け付けます。申請期間は６月30日㈫まで）

岩国商工会議所
☎ 0827-21-4201
岩国西商工会
☎ 0827-84-0183
やましろ商工会
☎ 0827-76-0100

経営応援助成金担当
（岩国商工会議所内）
☎ 0827-24-8567
上記商工会議所・商工会

雇用調整助成金

国の雇用調整助成金の事業主負担分を１人１日当たり2,000 円を上限に補助します。 商工振興課
☎ 0827-29-5110

雇用安定補助金

事業主が休業等により雇用維持を図った場合に休業手当の一部を助成します。
緊急対応期間（４月１日㈬～６月30日㈫）は助成率が引き上げられ、雇用保険被保険者でない
パート・アルバイトなども対象になります。

ハローワーク岩国
☎ 0827-21-3281

小学校休業等対応助成金（労働者を雇用する事業主向け）

小学校等の臨時休業等による休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず有給の
休暇を取得させた企業に賃金相当額を支給します。

学校等休業助成金・
支援金受付コールセンター
☎ 0120-60-3999

新型コロナウイルス感染症特別貸付

直近の売上が前年より５％以上減少した事業者は、日本政策金融公庫から通常の融資枠とは別枠で
実質無利子※・無担保の貸付を受けることができます。

日本政策金融公庫
岩国支店
☎ 0827-22-6265

民間金融機関における信用保証付き融資

山口県の制度融資を活用して民間金融機関から、実質無利子※・無担保・据置最大５年の融資を
受けることができます。なお、売上の減少が小さな中小・小規模事業者においては信用保証協会
の保証料を負担する必要があります。

取引のある、
お近くの金融機関

新型コロナウイルス対策融資保証料補給補助金

民間金融機関における信用保証付き融資の保証料を負担した事業者に相当額を補助します。
商工振興課
☎ 0827-29-5110

市税等の納付猶予・軽減

固定資産税等の市税の納付が困難な事業者に対し、納付猶予等の相談に応じています。
また、事業収入の減少幅に応じ令和３年度の固定資産税等の減免が受けられます。

収税課
☎ 0827-29-5060
課税課
☎ 0827-29-5056

市独自

国

県

県

国

国

国

県

申請

申請

申請

申請

※３年を限度。売上の減少幅の要件があります
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受け取れるお金

借りられるお金

支払いが猶予されるお金


